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このハンドブックは，これまでの研究費使用ハン

ドブックを見直し，「研究活動上の不正行為」及び「公

的研究費の不正使用」を防止する観点から，研究活動

に係わる本学の教職員等に対して，公正な研究活動

を行う上での基本的なルールを本学規則等に基づき

分かり易く記載したものです。 

近年，科学研究の世界において，データの捏造や

研究費の不正使用などの研究不正行為が相次いで指

摘され，本学でも研究不正行為が発生し報道されていま

す。 

研究不正行為は国民からの信頼をなくす行為であり許

すことのできないものです。このような行為を根絶する

ために，国を挙げて防止に取り組むことが求められ

ており，本学においても「研究活動上の不正行為防

止」及び「公的研究費の不正使用防止」に取り組ん

でいるところです。 
 

是非とも本ハンドブックを熟読頂き，コンプライアンスを

遵守した，公正な研究の推進に努めて下さい。 
 

 

 

【国立大学法人大分大学研究不正防止コンプライアンス室】 



 

 

※本ハンドブックは各手続等についての簡略版です。 

実際に手続を行う際は，以下の規則等を必ず確認 

して下さい。 
 

☑ 本学会計規則等 

【学内イントラ】 https://zaimuw.ad.oita-u.ac.jp/konyurh/ 
 

☑ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 

【電子政府の総合窓口（e-Gov）】※総務省行政管理局運営 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=330AC0000000179 

 

☑ 研究資金制度毎の使用ルール 

【科研費（JSPS）】（使用ルール・ハンドブック） 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/16_rule/rule.html 

【厚生労働省（補助金）】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/index.html 

【AMED（国立研究開発法人 日本医療研究開発機構）】 

https://www.amed.go.jp/index.html 

※上記以外の研究資金制度については，配分元機関の関係規程や使用ルール等を確認して 

下さい。 
 

☑「研究活動上の不正行為防止」及び「公的研究費の不正使用防止」 

に対する取り組み 
【学内イントラ】 http://bunsyo2.ad.oita-u.ac.jp/filesv/kensya/fusei/fuseiboshi.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不正根絶! ! 
不明・不安な点は， 

抱え込まずに 

相談を！！ 相談窓口一覧 

（P18 参照） 
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１．教職員が心掛けるべきこと 

倫理行動に関することは，「大分大学憲章」，「国立大学法人大分大学職員倫理規

程」等に定められています。さらに「国立大学法人大分大学における研究活動に係

る不正行為防止等に関する規程」には次のような行動規準が定められており，常に

意識して行動して下さい。 

 

◆行動規準 
研究者は，「大分大学における科学研究上の行動規範」を遵守し，研究者として

の誇りを持ち，その使命を自覚し，「大分大学における公的研究費の使用に関する

行動規範」に基づき，次に掲げる事項を研究活動の行動規準として活動しなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

◆研究者の遵守事項 
研究者は，健全な研究活動を保持し，かつ，研究不正が起こらない環境を形成す

るため，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 研究不正を行わないこと。 

② 研究不正に荷担しないこと。 

③ 他者に対して研究不正をさせないこと。 

① 研究レポート，各種計測データ，実験手続等に関し，適宜確認すること。 

② 研究責任者又は研究室の代表者は，研究分担者，学生等で研究に携わる者に

実験ノートの記載方法に関して指導するとともに適切に管理すること。 

③ 実験ノート，各種計測データ等を記録した紙・電子記録媒体などは，論文等

成果物の発表後も保管し，他の研究者等からの問い合わせ，調査照会などに

も対応できるようにすること。 

④ 論文等を共同で発表するときには，責任著者と共著者との間で責任の分担を

適切な方法で明確にすること。 

⑤ 資金配分機関及び法人が定める規則等を熟知し，適正な方法，手続により 

研究費を使用すること。 
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２．禁止事項 

研究活動上の不正行為 （FFP：特定不正行為） 

捏 造 存在しないデータ，研究結果等を作成すること。 

改 ざ ん 
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い，データ，研究活動によって得

られた結果等を真正でないものに加工すること。 

盗 用 
他の研究者のアイディア，分析・解析方法，データ，研究結果，論文又は用

語を，当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

研究活動上の不適切な行為 

二 重 投 稿 他の学会誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿すること。 

不 適 切 な 

オ ー サ ー シ ッ プ 

論文著作者が適正に公表されないこと。ギフト・オーサーシップ（論文作成に

貢献していない人へクレジットを与えること）やゴースト・オーサーシップ（真

の貢献者へクレジットを与えないこと）等がある。 
※研究者倫理から著しく逸脱し悪質性が高いと判断される場合，不正行為として調査対象となります。 

 

禁止 

事例１：論文（捏造，改ざん） 
Ａ教員の論文に対し画像重複の疑いがある旨の公益通報があり，調査を実施した

結果，実験そのものが存在したことを裏付ける資料が無く，客観的な証拠が得られ

ないことから，捏造が行われたと判断された。 

また，実験の実施は確認されたが資料と齟齬のある論文があり，改ざんが行われ

たと判断された。 

事例２：論文（盗用，不適切なオーサーシップ）
学術論文としての体裁，著作権の適切な取り扱いについて学外から通報を受

け，B 教員が執筆した論文を調査した結果，参考文献を当該文献著者の了解又

は適切な表示なく流用していたため，盗用と認定された。 

また，共同執筆者の C 教員は，盗用を直接行った訳ではないが，指導を行う

立場であり，当該論文の筆頭著者となっていることから，当該論文の内容につ

いて責任を負うものとして認定された。 
 

（特定不正行為以外で調査から明らかになった不適切な行為） 

C 教員により，結果として論文著作者が適切に公表されない不適切な オ

ーサーシップ（具体的には，ギフト・オーサーシップ）が行われた。 
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研究費の不正使用・不正受給 

カラ発注，預け金， 

書 類 の 書 換 え 

業者と物品購入に係る架空の取引により，納品書や請求書等を捏造，改ざ

んすることなどによって，大学から支払われた代金を業者に預けること。 

カ ラ 出 張 ， 

二 重 請 求 ， 

旅費の水増し請求 

旅費の支払いに係る書類を捏造，改ざんすることよって，日程の水増しや

架空の出張に係る旅費の請求を行うこと。 

他機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず，大学へ同じ旅行の旅費を

請求し，二重に旅費を受給すること。 

カ ラ 謝 金 ・ 給 与 
出勤表等を捏造，改ざんすることなどによって，謝金の水増しや架空の雇

用者の給与を請求すること。 

不 正 受 給 
別の研究者の名義で応募を行ったり，応募書類に虚偽の記載を行うなど， 

偽りその他不正な手段により競争的資金を受給すること。 

期 ず れ 
納品日を故意に偽った納品書を取引業者に作成させ，研究費から支払手続

を行うこと。 

還 流 行 為 
大学から支給された給与・謝金・旅費の全部又は一部を研究室等が回収する 

行為。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

事例３：無届け兼業，旅費の架空請求,二重請求
公益通報を受け，Ｄ教員へ調査を実施した結果，兼業の手続違反（無届け兼

業），旅費の架空請求，二重請求を行っていたことが判明した。 

※出張先の団体等から謝金や旅費を受け取る一方で、大学側にも旅費を請求

していた。 

事例４：寄附金の私的流用 
寄附金で購入した物品の一部が，亡失している旨の報告を受け，調査

を実施した結果，Ｅ教員が現在の勤務先（他機関）で，寄附金により購入

した物品を使用していたことが判明したため，本学へ寄附された寄附金

の私的流用が行われたと認定した。 
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３．「研究活動上の不正行為防止」及び「公的研究費の不正

使用防止」に対する取り組み 
 

本学での研究活動を行う上で必要な手続となります。手続の詳細や提出書類等

については，次の学内イントラを参照して下さい。 

◆【学内イントラ】→【公募・事業案内】より 

http://bunsyo2.ad.oita-u.ac.jp/filesv/kensya/fusei/fuseiboshi.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本学の「公的研究費への応募条件」の中で，「研究倫理教育 （ｅＬ ＣｏＲｅ）」の

受講と「コンプライアンス教育（研修）」の受講を求めています。応募に関係する研究者

は必ず受講して下さい。 

 

【必須】 コンプライアンス教育（研修）の受講 
教職員その他法人の公的研究費の運営及び管理に関わるすべての者に対して，法人の不正

防止の基本方針及びルール等に関するコンプライアンス教育を実施し，受講状況及び理解

度を把握する。（大分大学における研究不正防止計画より） 

【必須】 公的研究費の使用にあたっての誓約書  

法人が機関経理として扱う全ての経費を不正使用防止の対象としており，法人の職員その

他法人の公的研究費の運営及び管理に関わるすべての者に対して，関係法令等を遵守する

必要があるため，誓約書の提出を求める。また，業者との癒着防止の観点から，業者から

も誓約書の提出を求める。（大分大学における研究不正防止計画より） 

【対象】 公的研究費の運営及び管理に関わる全ての者 
 

※公的研究費：法人において運営費交付金，補助金，受託研究費，共同研究費，寄附金，   

自己収入等を財源として扱うすべての経費 

 

【必須】 研究倫理教育の受講 
研究者の研究倫理意識の高揚を図るため，研究倫理教育を実施し，受講の確認を行う。 

また，学生の研究倫理に関する規範意識を徹底していくため，学生に対する研究倫理教育

を実施する。（大分大学における研究不正防止計画より） 

【対象】 研究活動に従事している全ての者 

 

※ｅ-ラーニング（ｅＬ ＣｏＲｅ）による研究倫理教育の受講を希望する場合

には，受講登録依頼書の提出が必要です。 

◆研究活動上の不正行為防止 

◆公的研究費の不正使用防止 
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４．公益通報に関する通報・相談窓口等について 

本学における法令違反行為の早期発見と是正を図るため，学内に通報・相談窓口

を設けています。 
 

◆通報者等の保護等 

 

 

 

 

 

 
 

◆通報及び相談の方法 
原則として，自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で，電話や電子メール，フ

ァクシミリ，書面又は口頭により受け付けます。ただし，匿名により通報が行われ

た場合は，当該通報を信ずるに足りる相当の理由，証拠等があるときに限り，これ

を公益通報として受け付けます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受付場所が当該公益通報に係る被通報者である場合は，総括責任者の理事が受

け付けます。 

※手続の詳細や注意事項等については，次のホームページを参照して下さい。 

https://www.oita-u.ac.jp/category/koekituho.html 

 

受付場所：総務部総務課（総務課長） 
電  話：097−554−7403 ＦＡＸ：097−554−7413 

メール：somukt@oita-u.ac.jp 
 

書面送付先（郵送等） 
〒870−1192 大分市大字旦野原７００番地 

国立大学法人大分大学 総務部総務課 公益通報窓口 

本学は，通報又は相談をしたことで通報者に不利益な取扱いがあった場合に，

当該通報者を保護するための措置を講ずることとしています。 

また，通報者が虚偽の通報や他人を誹謗中傷するその他不正の目的の通報を 

行った場合には，本学の内部規則等によって処分されることがあります。 
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５．研究不正を行った場合の処分 

研究不正（研究活動上の不正行為，研究費の不正使用）に関与すると，「個人」

に対する処分だけでなく，「共同研究者等」へ迷惑をかけ，「研究機関」に対しても

競争的資金の配分元等から処分を受けることがあります。 

処分内容については，法令や本学の定める規則等に基づき，次のような処分が取

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

また，上記の他にも研究不正が発覚した場合には， 

「不正調査のために多大な労力が発生」し， 

「組織全体の信用が失墜」することになります。 
 

高い倫理観を持って科学に対するゆるぎない

信頼の確立に努めて下さい。 
 

◆個人（研究者等）に対する処分 
・懲戒処分または訓告，厳重注意等 

・処分内容や氏名等の公表 

・競争的資金等への応募資格の停止（※） 

・研究費の使用停止 

・研究費の全部または一部の返還請求 

・研究不正を行った者に対する刑事告訴・民事訴訟 

・研究不正を行った者の所属する部局等の⾧に管理責任があると認められる 

ときの当該部局等の⾧に対する処分 
※不正使用又は不正受給に関与したとまでは認定されなかった場合でも，善良な管理者の注意をもって

事業を行うべき義務（善管注意義務）に違反した場合には，その程度に応じ応募制限が発生します。
 

◆研究機関に対する処分 
・研究不正が確認された研究活動に関する研究費の一部または全額の返還 

・研究機関（大学）に対する間接経費の減額査定 

・不正経理と認められた取引業者との取引停止 
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６．研究データの保存期間 

◆研究データ 
「研究データ」とは，研究者等が当該研究活動の正当性等を説明するために必

要とするものです。研究データは適切に保存及び管理をして下さい。 

・文書（実験ノート等を含む。），  

数値データ，画像等の資料 

・実験試料，標本等の試料 

・模型及び装置 
※学内イントラ「大分大学における研究データの保存等に関するガイドライン」より 

http://bunsyo2.ad.oita-u.ac.jp/filesv/kensya/fusei/fuseiboshi.htm 
 

◆必要な保存期間 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ※研究事業や独自ルールのある研究によっては，保存対象となる研究データや 

保存期間が異なる場合があります。必ず関連する規程や使用ルール等を確認し

て下さい。 

・資料の電子化データは，メタデータの整理及 

び管理並びに適切なバックアップの作成に

より，再利用が可能となるよう保存して下さ

い。 

 ・紙媒体の資料等は，１０年間保存 
  ただし，保存場所の制約等やむを得ない事情があると認めるときは， 

合理的な範囲で廃棄することができるものとする。 

 ・試料，模型及び装置は，５年間保存 
ただし，次に掲げるものについては，この限りではありません。 

・不安定物質 

・実験そのものにより消費される試料 

・保存に当たり，維持費，人件費等の多額の費用を要するもの 
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７．研究費の種類・使用について 
研究費の種類に応じて，遵守しなければならないルールが異なります。 

不明な点などありましたら，各担当へお問い合わせ下さい。 
 

 

○運営費交付金について 

運営費交付金の原資は国民の税金で賄われており，それを財源とする基盤研究

経費の執行にあたっては，その使用に関する説明責任を自覚するようにして下さ

い。 

○競争的資金について 

競争的資金の原資は国民の税金です。研究者個人の発意で提案され採択された

課題であっても，個人ではなく大学としての管理が必要となります。 

○財団法人・民間企業等からの資金について 

財団法人及び民間企業等の受託研究費並びに共同研究費には，国等からの補助

金や委託費を財源とした経費があります。また，助成団体等からの研究助成金に

ついては，原則，寄附金として受け入れ，大学としての管理が必要となります。 

 

研究費の種類 学内規則等の種類 

運営費交付金等 ・大分大学会計規則等の学内の規則等 

競 争 的 

資 金 

補助金・助成金 

（科研費など） 

・大分大学会計規則等の学内の規則等 

・補助金等に係る予算の執行の適正化に 

関する法律 

・研究資金制度毎の使用ルール 

受託研究費 

（JST，AMED など

による委託研究費） 

・大分大学会計規則等の学内の規則等 

・契約書 

・研究資金制度毎の使用ルール 

財団法人・

民間企業

等からの

資金 

受託研究費 

共同研究費 

受託事業費 

・大分大学会計規則等の学内の規則等 

・契約書等 

寄附金 

（助成金含む） 

・大分大学会計規則等の学内の規則等 

・寄附目的 
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◆研究費の使用 
研究費は，研究の遂行に必要な経費として，一般的に次のような経費に使用でき

ます。ただし，競争的資金については，制度毎に使用できない経費が設定されてお

り，その設定ルールに違反した研究費の使用はできません。 
 

費  目 使用できる経費の例 

物 品 費 

・設備備品の購入費 

・研究試料等の消耗品類の購入費 

・図書，雑誌の購入費 

旅  費 
・国内，海外での研究・会議参加のための旅費 

・研究協力者，研究補助者の招へいに伴う旅費 

謝  金 

・研究補助者を雇用するための経費 

・研究の指導，助言をしたものに対する謝礼 

・講演を依頼した者に対する謝礼 

そ の 他 

・印刷製本費・学会参加費・運搬費（送料など） 

・機器のリース料金・機器の保守・修繕費・会場借上料 

・会議費（アルコール類は除く）・切手，電話等の通信費 

 

◆競争的資金で使用できないもの【共通事項】 
（競争的資金ごとの個別ルールについても必ず確認して下さい。） 
◯目的外使用の禁止 

競争的資金が使用できる経費は，研究課題の遂行に直接必要な経費及び成果

研究の取りまとめに必要な経費のみです。 

◯他の経費との合算使用の禁止 

原則，競争的資金は他の経費との合算使用は認められていませんが，制度に

よっては例外的に認められる場合もあります。詳細は各担当にお問い合わせ下

さい。 

◯建物等の施設に関する経費 

◯補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 

◯研究機関で通常備えるべき設備備品などの購入に間接経費を使用する 

ことはできません。 
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８．主な会計ルールのポイント 

【注意】 計画的な予算執行 
・計画的に予算を執行し，年度末に支払いが集中しないようにして下さい。 

・当該年度予算で支出するためには，３月３１日までに納品・業務完了がされ

ていなければなりません。また，３月３１日までに納品・業務完了がされた

ものは，必ず当該年度の予算で支出しなければなりません。 

【注意】 研究費の繰越し・研究期間の延長について 
 競争的資金によっては，決められた期限までに交付元機関に申請を行い承認 

されれば，次年度への研究費の繰越しや研究期間を延⾧できる制度があります。 

希望する場合は早目に各担当にお問い合わせ下さい。 

【注意】 教員等発注をする場合の留意点 
①  業者から３０万円以上の見積書の提出があった物品等を，意図的に３０万円

未満に分割して発注することはできません。 

② 特定の業者に偏った発注をせず，できる限り複数の業者に見積書の提出を依

頼して，適正な価格であることを確認したうえで発注し，徴取した見積書は

（旦野原）経理課調達グループ又は（挾間）経理課挟間調達室用度係へ提出

して下さい。 

③ 年度末に大量の消耗品を購入することはしないで下さい。 

【注意】 検収について 
すべての購入物品は，必ず検収担当部署の検収を受けて下さい。検収担当部

署の検収を受けていないものは，代金を支払うことができません。 

なお，役務等，通常の検収が困難な場合の検収方法については，「会計ハンド

ブック」の「第 3 節 検収・納品」を参照して下さい。 
 

◆立替払について 

【注意】 特に注意すべき遵守事項 
① 立替払は，業務上やむを得ない場合のみの手段です。安易に店頭購入や 

ＷＥＢサイトでの購入はしないで下さい。 

② 立替払い後，速やかに立替払請求書等を提出して下さい。 

③ 掛売り（代金を後払いで売ること）での取引が可能な業者からの物品の 

購入について，立替払の制度は利用できません。 
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◆物品の管理について 

【禁止】 次の行為は禁止されています。 
① 物品を私用に用いること。 

② 退職に伴い物品を持ち出すこと。 

③ 物品を許可なく廃棄，又は処分すること。 

④ 物品を許可なく他者へ譲渡，又は貸付すること。 

⑤ 物品を許可なく異動先へ持ち出すこと。 

⑥ 学外者の物品を許可なく借入，寄附受，又は異動元から持ち込むこと。 

【注意】 換金性の高い消耗品について 
取得価格が１０万円未満であってもパソコン，タブレット型コンピュータ，デジ

タルカメラ，ビデオカメラ，テレビ，録画機器，金券類は，換金性の高い消耗品に

該当します。これらを私的に使用したり転売したりすることはできません。 

なお，換金性の高い消耗品は，定期的に一定割合を抽出して現品確認を行いま

す。 

本学が管理を行う物品の詳細については，「会計ハンドブック」の「第７章 物品の

管理」を参照して下さい。 
 

◆旅費について 

【注意】 特に注意すべき遵守事項 

① 必ず事前の出張申請が必要です。 

② 出張を終えたときは，旅行完了後 2 週間以内に旅行報告書を提出して下さい。 

③ 旅行報告書に添えて，証拠書類（支払を証明する領収書原本，搭乗券等）を提出

して下さい。 

④ 旅行内容に以下の変更が生じた場合は，旅行報告の際，変更内容を報告して下さ

い。 

 ㋐出張期間 ㋑用務地 ㋒用務先 ㋓用務内容 ㋔交通手段  

【禁止】 次の行為は禁止されています。 
例① 「カラ出張」：出張した用務先に行っていない，又は出張をとりやめたにもかか

わらず，用務先へ出張したかのように偽りの旅行報告を行い，不正に旅費を受給

すること。 

例② 出張旅費の「水増し請求」：格安航空券やパック旅行により旅券を購入したにも

かかわらず，業者に正規料金又は水増しした見積書や請求書を作成させ，旅行の

実態とは異なる旅費を請求すること。 

例③ 出張旅費の「二重請求」：他機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず，大学

禁止 
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へ同じ旅行の旅費を請求し，二重に旅費を受給すること。 

◆謝金について 

【注意】 特に注意すべき遵守事項 
① 研究補助者等に対して，業務内容・期間・単価の説明及び業務への意思確

認を行うと同時に，還流行為は不適切な行為であることの説明を行って下

さい。 

② 必ず事前の申請が必要です。 

③ 業務終了後２週間以内に実施報告書及び出勤表等を提出して下さい。 

④ 研究補助業務の管理が研究室限りにならないよう，出勤表は事務室で管理

し，必要に応じて研究補助者との面談を実施するなど，実態の確認を行っ

て下さい。 

【禁止】 次の行為は禁止されています。 
例① 「カラ謝金」：業務実態がないにもかかわらず，業務実態があったように日

報等を改ざんして謝金を請求すること。 

例② 謝金の「水増し請求」：業務従事者等の勤務時間を実際の勤務時間よりも多

く出勤簿に記入し請求すること。 

例③ 謝金の「二重請求」：時給制の業務従事者等の謝金について，研究資金から

支給を受けたにもかかわらず，他の研究資金から同一又は一部重複した勤

務時間で請求し，二重に受給すること。 

 

 

  

物品の調達及び役務に関する問い合わせ先 
(旦野原キャンパス)  

財務部 経理課調達グループ 

  内線：7436 メール： keiyaku1@oita-u.ac.jp 
（挾間キャンパス） 

 

財務部 経理課挟間調達室用度第一係 

  内線：5270 メール： youdo1@oita-u.ac.jp 

旅費・謝金に関する問い合わせ先 
財務部 経理課経理係 

内線：6143 メール： skanriss@oita-u.ac.jp 
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９．研究に関する契約・事務手続 
 

◆秘密保持契約 
技術及び営業秘密等の秘密情報について開示する際に，秘密情報の保護や 

取り扱いを取り決める契約です。次のような場合に締結します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆研究成果有体物の提供に関する契約 
本学では，論文，講演記録その他著作物等に関するものは除いた，次に掲げる

もので学術的価値又は財産的価値のあるものを「成果有体物」として取り扱って

います。これらの成果有体物について，「提供を行う場合」や「提供を受ける場

合」に取り交わす契約です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．共同研究の検討や研究成果有体物の提供の際などに，秘密情報を開示する   

場合 

２．共同研究契約を締結するまでに時間がかかり，締結までには交わす秘密情

報を保護する場合 

３．実施許諾契約の検討を行う際などに情報交換を行う場合 

４．未公開特許を開示する場合 

１．研究・教育の結果として，又は研究・教育を行う過程において得られた材

料，試料（試薬，新材料，土壌，岩石，植物新品種，実験動物，細胞株，

微生物株，ウイルス株，核酸，タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導

体等をいう。），試作品，モデル品，実験装置等 

２．臨床応用等を目的にして得られた試料（細胞株，微生物株，ウイルス株， 

  核酸，タンパク質等の生体成分及びそれらの誘導体等をいう。） 

３．データベース，コンピュータープログラム，音声，画像，図面，文書等の   

各種研究成果情報を記録した電子記録媒体 

４．データベース，コンピュータープログラム，画像，図面，文書等の各種研

究成果情報を記載した紙媒体 
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◆名古屋議定書の国内処置（ＡＢＳ指針） 

（遺伝資源の取得の機会及びその利用から生じる利益の公正かつ 

 衡平な配分に関する指針） （※環境省：ABS 指針パンフレットより参照） 

 海外で遺伝資源を手に入れる時には，その国の ABS 規制を必ず確認して下さ

い。例えば次のような場合も ABS 規制対象となることがあります。 

また，他の研究者や事業者などから海外由来の遺伝資源を手に入れて研究・開

発を行う場合も，適法に取得されたものかどうか確認しておくことがトラブル予

防につながります。 

 

 

 

 

 

 
 

◆安全保障輸出管理 
国際的な平和及び安全の維持のため，外国為替及び外国貿易法にて，貨物の輸

出及び技術の提供を管理することが定められています。 

これにより，輸出・提供内容等について，経済産業大臣の許可を受けなければ

ならないか事前に確認する必要がありますので，外国への出張や留学生の受入，

研究資材・機器の輸出（携行）などがある場合には，「大分大学安全保障輸出管

理ガイドライン」，「大分大学安全保障輸出管理実施の手引」を確認の上，必要な

手続をして下さい。 

◆利益相反マネジメント 
産学官連携活動を行う場合，様々な利益相反が生じる可能性があります。利益

相反マネジメントの目的は，利益相反について，社会の批判から職員等を守ると

ともに，大学の社会的信頼を守ることであり，利益相反に関する事例について大

学として許容できるか否かの判断を示すことです。 

安心して産学官連携活動を行うためにも，「利益相反マネジメント自己申告

書」を提出して下さい。 

 

１．自然環境や道端で見つけた生物（所有者がいないもの）を研究用に持ち帰る。 

２．微生物の分離源として土壌・水などのサンプルを持ち帰る。 

３．海外の研究仲間の好意で現地の遺伝資源（研究試料）を手に入れる。 

４．海外で一般流通商品（例：食用作物等）を研究試料として使用するため購入

して持ち帰る。 

５．留学生が研究のために自国から遺伝資源（研究試料）を日本に持ち込む。 
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◆兼業について 
職員には職務専念義務があり，他の職を兼ねることは制限されています。 

ただし，本務に支障のない範囲で，団体の委員等の職（地方公共団体におかれ

る審議会委員等）や民間企業等の取締役，監査役等を兼ねたり，職員が教育に関

する他の職（公立又は私立学校の非常勤講師等）を兼ねるときなどは，事前に届

出又は許可を受けて兼業することができます。また，短期間の兼業（講演会講

師，委員会委員，座⾧等）についても届出が必要です。 

【注意】適切な手続を経ずに兼業を行った場合，研究費の不正使用や利益相反等

を疑われることがあります。 

◆発明の届出 
本学での研究活動の中で発生した知的財産について特許出願を行う場合には，

職務発明規程に基づき発明審査委員会にて，法人として特許出願を行うか否かの

審議を行いますので，本学の発明者から知的財産部門へ「発明等の届出書」を提

出して下さい。企業との共同発明についても同様です。 

 

 

 

 

 

◆実施許諾契約，譲渡契約 
特許出願された発明やノウハウ等についての実施の許諾又は譲渡についての契

約です。問い合わせ等につきましては，下記までご連絡下さい。 

なお，本学が保有する公開済み又は登録済みの特許出願案件につきましては，

次のホームページを参照して下さい。 

Ｊ-ＳＴＯＲＥホームページ ：http://jstore.jst.go.jp 

開放特許情報データベース ：http://plidb.inpit.go.jp/ 

 

 

 

 

「発明等の届出書」の提出にあたっての注意点 
※委員会は毎月 1 回程度の開催となっています。審議には時間を要しますので 

学会発表等の予定がある場合には，余裕を持って早めに届出をして下さい。 

※企業等の共同出願者から，出願の希望日などがある場合でも，委員会の審議 

を行う必要がありますので，早めに届出をして下さい。 

発明・保有特許等の問い合わせ先 
大分大学産学官連携推進機構 知的財産部門 
電 話：097−554−8517 ＦＡＸ：097−554−7740 
メール：chizai@oita-u.ac.jp 
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１０．科研費に関するお問い合わせが多い内容について 
 

１．合算使用について 

 ⇒科研費の直接経費と使用目的（使途）が定められている「他の経費」を合算して，

科研費の補助事業に使用することは，他の経費の使途の制限に抵触するため認めら

れませんが，ひとつの契約であっても使用区分を明確にして，それぞれの目的に応

じて経費を充当する場合などは例外として容認されます。 

※合算使用のうち【複数科研費による共用設備の購入】【共用設備を合算使用で修理

する場合】は，事前に研究推進課研究協力第一係へご連絡下さい。 
 

２．研究計画の変更について 

 ⇒次のような場合には，変更が必要となる 1 ヵ月前までには研究推進課研究協力第一

係へご連絡下さい。（直接経費の使用内訳の大幅な変更，研究分担者の追加・削

除，研究事業の廃止，研究の中断・研究期間の延⾧） 
 

３．研究者の転出等に伴い，科研費で購入した設備等（図書を含む）を他の研

究機関へ移管する場合 

⇒購入した設備等は，大分大学への寄附扱いとなり管理対象となります。移管を希望

する場合は，必ず（旦野原）経理課調達グループ又は（挾間）経理課挟間調達室の

用度係へご確認下さい。 

なお，合算使用で購入した設備等は，負担額を支出した研究者の合意や関係する研究

事業のルールに従う必要があります 。 
 

４．他の研究機関へ転出する場合の科研費の移し替えについて 

⇒転出先の研究機関に対し，科研費予算の移管手続や関係書類等の送付手続を行いま

す。転出する１ヵ月前までには研究推進課 研究協力第一係へご連絡下さい。 
 

５．アンケート等の謝礼として図書カードを配布することはできるか。 

 ⇒科研費の研究を遂行する上で必要な場合には配布可能です。ただし，本学の謝金単

価や業務内容等と比べて，過度な謝礼となる場合は認められません。 

  なお，図書カード等の金券類の取扱については，受払簿で数量の管理を必ず行って

下さい。また，必要な数量のみを購入し，余りが生じないようにして下さい。 

※謝金単価に関する相談については，（旦野原）経理課経理係へお問い合わせ下さ

い。 

６．複数年度にまたがるソフトウェア等のライセンス購入について 

 ⇒補助事業期間内（補助金：単年度，基金：研究期間全体）であり，研究を遂行する上
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で必要な場合には，購入可能です。ただし，過度に補助事業期間を超えたライセン

スの購入は認められません。 

※残りの事業期間が１年間であるにも関わらず，３年間のライセンスを購入する場

合，より短い期間のライセンス購入ができないか十分にご確認下さい。 

 

７．学生の出張旅費について 

 ⇒学生が研究協力者の立場で科研費に参加しており，「科研費の研究を遂行する上で必

要な業務である場合」や「研究協力者として行った研究成果の発表を行う場合」に

は支出可能です。 

なお，学生は，本来，教育を受けることが主目的です。研究に参画することで学業に

支障がないようにして下さい。 

 また，本学旅費規程にあります次の記載についてもご注意下さい。 

  （国立大学法人大分大学旅費規程 第３９条 第 2 項より） 

  学生には教員等の職務補助として出張する場合に限り，旅費を支給することができ

る。ただし，学部学生については教員等の帯同を原則とする。 

 

８．年度末の物品購入について【補助金】・【最終年度の基金】 

 ⇒年度末までに納品が完了したもののみ科研費から支出可能です。 

  しかし，年度末ギリギリに納品があった場合，会計検査院等の調査が入った際に，

「本当に科研費の研究に使用しているか」など残額消化のための予算執行を疑われ

る可能性があります。この時，納得できる説明ができない場合には，予算の返還を

求められる可能性もありますので，計画的に早期の予算執行に努めて下さい。 

 

９．他の研究機関等からの分担金について 

 ⇒上記「８．」に加えて予算執行が遅くなった場合には，研究代表者への収支簿の送付

（収支報告）が遅くなり，研究代表者の報告書作成に迷惑をかけることになります。

収支簿の作成は，全ての支払が完了した後となりますので，早期に予算執行して下さ

い。 

  科研費に関する問い合わせ先 

研究推進部 研究推進課 

研究協力第一係 

内線：7378 メール：kaken1@oita-u.ac.jp 
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１１．相談窓口一覧 
 

相談内容 相談窓口 
連絡先 

（内線） 
Ｅ－Ｍａｉｌ 

競争的資金等の申請・

制度及び使用ルール等

に関すること 

（科研費，厚労科研費） 

（寄附金） 

研究推進部 

研究推進課 

研究協力第一係 

科研費 

（7378） 

寄附金 

（7377） 

（科研費，厚労科研費） 

kaken1@oita-u.ac.jp 
（寄附金） 

kenkyou@oita-u.ac.jp 

（AMED） 

研究推進部 

研究推進課 

研究協力第二係 

挾間 

（5259） 
liaisonhsy@oita-u.ac.jp 

（受託研究（治験を除く）） 

（共同研究） 

研究推進部 

産学連携課 

外部資金・知的財産係 

（7375） gaibushikin@oita-u.ac.jp 

（受託研究（治験）） 

医学・病院事務部 

経営戦略課外部資金係 

挾間 

（6325） 

（6327） 
kkangai@oita-u.ac.jp 

研究資金立替制度に

関すること 

研究推進部 

研究推進課 

研究協力第一係 

（7377） kenkyou@oita-u.ac.jp 

物品の調達及び役務に

関すること 

（旦野原キャンパス） 

財務部経理課調達グループ 
（7436） keiyaku1@oita-u.ac.jp 

（挾間キャンパス） 

 

財務部経理課挟間調達室 

用度第一係 

挾間 

（5270） 
youdo1@oita-u.ac.jp 

図書・雑誌の購入に 

関すること 

（図書） 

研究推進部 

学術情報課総務係 

（雑誌） 

研究推進部 

学術情報課医学情報管理係 

旦野原 

（7490） 

 

挾間 

（5571） 

 

soumu@oita-u.ac.jp 

 

ijyokan@oita-u.ac.jp 

 

旅費・謝金に関すること 
財務部 

経理課経理係 
（6143） skanriss@oita-u.ac.jp 

研究費の入金に関する

こと 

財務部 

経理課収入・支出係 
（7421） syunyusi@oita-u.ac.jp 

研究費の支払に関する

こと 

財務部 

経理課収入・支出係 
（7498） shisyutu@oita-u.ac.jp 

知財・利益相反に関す

ること 

研究推進部 

産学連携課 

外部資金・知的財産係 

（8517） chizai@oita-u.ac.jp 

兼業に関すること 
総務部 

人事課労務管理グループ 
（7409） romuss@oita-u.ac.jp 

全学的な研究倫理教

育・コンプライアンス教

育に関すること 

研究推進部 

研究推進課研究協力第一係 
（7111） kenkyou@oita-u.ac.jp 
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公益通報に関する 

通報・相談窓口 
総務部総務課（総務課長） （7403） somukt@oita-u.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本学で研究不正行為が発生し報道もされて

います。研究不正行為は研究者個人の信
頼を無くすだけでなく，本学への信頼を無く
すことにも繋がります。 

研究活動に従事する方々や公的研究費の運

営・管理に関わる方々は，本ハンドブック等
を参照の上，研究を進めるとともに，適
切に公的研究費を執行して下さい。 



 

「あれ？」っと思ったら確認を！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【発行・編集】 

国立大学法人大分大学 研究推進部 研究推進課 
〒870−1192 大分市大字旦野原７００番地 

電 話：097−554−7111  FAX：097−554−8557 

 メール：kenkyou@oita-u.ac.jp 

 

□【物品】すべての購入物品は，必ず検収担当部署の検収を受ける必要が 

あります。 

 

□【謝金】出勤表等による従事実態の確認が行われていますか。 

 

□【旅費】旅行報告書等による出張の実態や証拠書類による経費の実態を 

確認していますか。 

⇒１０～１２ページへ 

 

□ 論文の画像や表は，正しいものが使用されていますか。仮のデータや  

誤ったデータではありませんか。 

 

□ 論文に発表済みの著作物を使用する際には，二重投稿や盗用とならない

よう，引用であることを記載していますか。 

 

□ 論文著作者は正しく記載されていますか。 

⇒２ページへ 
 

□ 実験ノートや研究データ等の保管・管理はできていますか。 

⇒７ページへ 
 

□ 公募事業へ応募する際に，研究倫理教育，コンプライアンス教育は 

受講済みですか。 

⇒４ページへ 

事務職員向け（適正な研究費の支出のために） 

研究者向け（研究活動上の不正防止のために） 

 


